
 

【競争入札参加資格要件】 

 

１ 共通事項 

 ⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者 

 ⑵ 国税又は地方税を滞納していない者 

 ⑶ 建設業については、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の規定による許可

を受けている者及び同法第２７条の２３第１項の規定による経営事項審査を受けている者 

 ⑷ 測量業にあっては、測量法（昭和２４年法律第１８８号）第５５条の規定による登録を受け

ている者 

 ⑸ 建築設計業にあっては、建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定による登録

を受けている者 

 ⑹ 不動産鑑定業にあっては、不動産の鑑定評価に関する法律（昭和３８年法律第１５２号）第

２２条の規定による登録を受けている者 

 ⑺ 営業に関し許可、認可、届出等を必要とする場合は、これらを受けている者 

 ⑻ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に

規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であってその役員が暴力団員でない

こと。 

 ⑼ 建設工事においては、健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条、厚生年金保険法（昭

和２９年法律第１１５号）第２７条及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規

定に違反していない者 

 ⑽ 申請者から提出された提出書類及びその添付書類の審査により、その内容が適正と認められ

ること。 

 

２ その他 

 ⑴ 峡北地域広域水道企業団入札参加者名簿に登録されていること。 

 ⑵ その他峡北地域広域水道企業団がその都度定める「個別事項」に該当すること。 


